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〔論文要旨〕
目　的：本研究の目的は，重症心身障がい児（以下，重症児）の短期入所を利用した経験のある主たる養育者が

抱く，重症児の短期入所における養育者の安心につながる要因について明らかにすることである。
方　法：短期入所を経験した重症児の養育者12人へ半構造化面接を実施した。質的記述的デザインを用いて，カ

テゴリー化を行った。
結　果：分析の結果，４つのカテゴリー【重症児の心身状態の安定】，【高い利便性】，【快適な環境】，【重症児を

預ける信頼感】が抽出された。
考　察：養育者が４つの要因を認識するのは，施設に訪れているときと退所後の重症児の様子であることがわかっ

た。そのタイミングに重症児の心身状態が安定していることが重要であり，また看護師の雰囲気と利用しやすさも
必要であった。

在宅重症児と養育者の支援は，長期間にわたることも多いが，短期入所時に養育者とかかわる時間は限られてい
る。そのため今回の結果をもとに，養育者が訪れた短時間のタイミングに看護師が周囲のスタッフとの良い関係を
養育者に示し，重症児に自分の家族のように愛情を持ってかかわる必要がある。養育者が利便性を感じ，短期入所
を何度か利用していくなかで顔見知りの医療者に信頼感を持つことができる。そして長期間にわたり利用し続ける
ことによって，養育者自身が短期入所を肯定的に認識できることが示唆された。
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Ⅰ．目　　　的

近年，高度な医療的ケアを必要としながら在宅で
生活する重症心身障がい児（以下，重症児）は増加
している1）。わが国は2012年の児童福祉法の改正時
に，在宅の重症児支援の一つとして，障害者支援施設，
児童福祉施設とそのほかの施設等へ短期間の入所を
開始した。これを重症児の短期入所サービスとし，
養育者の在宅でのケアを一時的に代替することを目

的としている2）。さらに2014年の重症心身障害児者の
地域生活モデル事業では，重症児の在宅移行促進を
目指し，従来からの短期入所に加えて一般の小児科
病棟においても一時的に入院の受け入れを開始して
いると報告されている3）。それにより養育者は，社会
福祉法人施設・医療型施設への短期入所と一般の小
児科病棟での短期入院を利用して，自由時間を確保
できるようになった4）。

在宅重症児を預ける短期入所サービスに対する養育
〔3224〕

受付 20． 3．30
採用 21． 4． 8

研 究

徳島佐由美1），藤田　優一2），藤原千惠子2），植木　慎悟2）

中山　昌美3），田家由美子4），松本　久美5）

重症心身障がい児の短期入所における
養育者の安心につながる要因

Presented by Medical*Online



　464�� 小 児 保 健 研 究　

者の認識としては，通園サービスよりも短期入所の満
足度が低いことが報告されている4）。また養育者が短
期入所の利用を躊躇する要因は，サービスの地域格差，
サービス供給量の不足，複雑な利用手続き，医療的ケ
アへの対応困難，小児への対応困難，わが子の個別性
への対応困難に対する不安が挙げられた5）。小児科病
棟で短期入所を実施した際の重症児のインシデント調
査によると，呼吸器関連や栄養関連が多いと報告され
ている6）。さらに短期入所の利用中に何らかの追加治
療が必要になった重症児は全体の5.2％であり，その
追加治療の理由として発熱や更衣中の骨折，食事中の
誤嚥などが報告されていた7）。この報告は，個別性の
高いケアを必要とする重症児の短期入所に伴う状態悪
化を示唆していると考える。

これらから医療者が短期入所中に重症児の在宅ケア
を把握し，個別性に応じたケアを実施することは容易
ではない。そのため，養育者は，短期入所に対する不
安を感じていると推測した。

われわれは，短期入所を経験したことのある養育者
が感じる安心について研究した。第一報で，看護の意
図的な介入の中の養育者の安心につながる看護支援に
ついて報告した。そこで明らかになったのが，養育者
は，重症児への愛護的なケアと，養育者への配慮を受
けるとともに，時間的な余裕のない養育者へ余裕をも
たらすかかわりが短期入所における安心につながる看
護支援であった8）。

本研究ではその第二報として，重症児の短期入所に
おける養育者の安心につながる要因について明らかに
することを目的とした。これが明らかになることで，
在宅で生活する重症児と養育者の支援の向上，および
短期入所の経験がない養育者の不安を軽減することへ
の一助となる。

Ⅱ．対象と方法

１．研究デザイン

半構造化面接を用いた質的記述的デザインとした。

２．研究対象者

研究対象者は，18歳未満の重症児をもつ主たる養育
者であり，過去に医療型施設と一般小児科病棟のどち
らか，もしくは両方において短期入所を経験したこと
がある者とした。

３．用語の定義

重症心身障がい児（重症児）：重度の肢体不自由と重
度の知的障がいを重ねてもつ18歳未満の児を示す9）。
短期入所：在宅で過ごす重症児が治療目的ではなく，

養育者と家族の自由な時間の確保のためにサービスを
利用して，医療型施設もしくは福祉施設へ入所するこ
とを示す10）。
安　心：穏やかで，心配がない，不安が少ない，恐

れが少ないような状態を示す11）。

４．調査手順

研究対象者の募集は，都市部の重症児の短期入所を
受け入れている２施設に依頼した。A 施設は，医療
型障がい児入所施設であった。B 施設は，小児の高度
な専門医療を行う急性期病院であった。

研究の依頼は，本研究の基準を満たし研究協力が可
能な対象者に当該施設の共同研究者と研究協力者が研
究説明書を配布し，事前に研究者に紹介することの了
解を得てもらう方法で行った。

研究者は，対象者の都合の良い日に口頭と文書にて
研究について説明を行い，最終的に研究参加の承諾を
得た。

対象者のプライバシーが保護できる個室で重症児の
短期入所の養育者の安心の要因について半構造化面接
を実施した。なお面接時には，﹁安心﹂とは穏やかで，
心配がない，不安が少ない，恐れが少ないような状態
を指していると説明した。

面接はインタビューガイドを用いて，﹁お子様が短
期入所で，ご家族が安心できると思える状態や出来事﹂
および﹁入所中，退所時の安心な状態﹂について語っ
てもらった。面接内容は全対象者の同意が得られたの
で，すべて録音した。その後，録音した内容から逐語
録を作成した。

５．調査期間

2018年９～12月をデータ収集期間とした。

６．分析方法

逐語録を熟読し，短期入所を利用した際の養育者の
経験とその経験から安心につながる要因を抽出した。
その養育者が感じている安心を，意味特性を推論して
文脈上同義とみなせるものを１記録単位とした。その
後，１記録単位の意味を読み取り，要約したうえでコー
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ド化を行った。コードの類似性に着目してサブカテゴ
リー化，カテゴリー化を行った。

コード化の段階で研究対象者に内容の確認を依頼し
た。真実性を確保するために，文脈単位の抽出からカ
テゴリー作成の一連の過程において，質的研究の経験
のある小児看護学の研究者２人にスーパーバイズを受
け，研究者との意見が一致するまで検討を繰り返し行
い，データ解釈と妥当性の確保に努めた。

７．倫理的配慮

本研究は，武庫川女子大学大学院研究倫理委員会
（No.18︲36）と調査協力２施設（大阪発達総合療育セ
ンター（No.18︲19），大阪母子医療センター（No.1114））
の倫理委員会の承認を得て行った。各施設の共同研究
者および研究協力者が研究対象の候補者へ研究説明書
の配布を実施した。その後，研究者が直接会える許可
を得た研究対象者に対しては，研究の目的，方法，自
由意思に基づく研究参加，不利益からの保護，プライ
バシーの保護，学会等での結果の公表の可能性などの
倫理的配慮について研究者から文書と口頭で説明した
後，最終的に協力が得られる場合に同意書に署名を得
た。

Ⅲ．結　　　果

１．研究対象者の概要

研究対象者は12人であった。短期入所の利用施設は，
A 施設で６人，B 施設で６人であった。対象者は全員
母親であり，年代は，30歳代が８人，40歳代が３人，
50歳代が１人であった。重症児の年齢は，３～15歳で
平均7.6歳であった。同居家族の構成は，両親と重症
児のみが１人，母親と重症児のみが２人，母親ときょ
うだいと重症児のみが１人で残りの８人が両親ときょ
うだいと重症児であった。重症児との在宅生活は３～
15年で平均７年であった。これまでの短期入所の利用
回数は，６～120回程度で中央値24回であり，現在短
期入所を利用している施設数は，１～３施設であった。
面接時間は，10～41分で平均24.7分であった。

２．重症児の短期入所における養育者の安心につながる

要因

重症児の養育者が安心して短期入所を利用できる要
因は，記録単位は257件，111コードから，13サブカテ
ゴリー，４つのカテゴリーが抽出された（表）。以下，

【　】はカテゴリー，〈　〉はサブカテゴリー，﹁　﹂はコー
ド，“イタリック体 ”はそのサブカテゴリーの中核に
なると研究者間で判断したデータ，（　）は研究者の
言葉を示す。
ⅰ．【重症児の心身状態の安定】

これは，短期入所中の重症児の心身状態の安定を直
接的に見ることによって養育者が短期入所中の様子を
察して，安心できていることを示す。このカテゴリー
は，〈重症児が落ち着いて過ごしている〉，〈利用前後
で重症児の体調に変化がない〉，〈重症児が喜ぶ〉の３
サブカテゴリーから構成した。
〈重症児が落ち着いて過ごしている〉は，﹁わが子が

短期入所を嫌がらない﹂，﹁短期入所でわが子が看護師
に抱かれて穏やかな表情をしている﹂，﹁わが子がス
タッフを覚えていて落ち着いている﹂などの14コード
から生成された。具体的な語りとして，
“反応がもうちょっとあったりしたらねえ，あーあそこ

に連れて行こうとか連れて行きたいなあってとかそうい
うのがもっと出てくるかも…やっぱりそれよりかは…落
ち着いて過ごせているほうがいいから。なんか見えるわ
けでも，聞こえるわけでもないから，とにかく夜間に眠
れていればいいかな。”

から﹁短期入所中にわが子が夜間に眠れている﹂を
導いた。
〈利用前後で重症児の体調に変化がない〉は，﹁短期

入所を利用してもわが子の体調が悪くならない﹂，﹁短
期入所中のわが子の体温が安定している﹂，﹁短期入所
中にわが子に外傷がない﹂などの10コードから生成さ
れた。
〈重症児が喜ぶ〉は，﹁短期入所によってわが子が多

くの人と触れ合う﹂などの６コードから生成された。
具体的な語りとして，
“いつ行っても涙を流したあととかなくて，にこやか

なかんじで。あ，ママいつ来たの？（私を忘れているよう
な？）みたいなかんじで。そういうときは，遊んでいた
んだーって。家のこと忘れて。まあ忘れてはいないでしょ
うけど。うん。安心します。”

から﹁わが子がいつ面会に行っても涙のあとがなく
笑顔で遊んでもらったと感じる﹂を導いた。
ⅱ．【高い利便性】

これは，養育者が短期入所施設を利用する際の施設
やシステムに利便性を感じて安心していることを示
す。〈状態悪化時に追加治療を受けられる〉，〈臨機応
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変な対応を受けられる〉，〈利便性がある〉，〈利用が確
約される〉の４サブカテゴリーから構成された。
〈状態悪化時に追加治療を受けられる〉は，﹁短期入

所時に体調不良があったら処置の対応を変更してくれ
る﹂，﹁短期入所時に体調不良でもそのまま診てくれる﹂
などの８コードから生成された。
〈臨機応変な対応を受けられる〉は，﹁養育者のニー

ズに応じた連絡方法で対応してくれる﹂，﹁利用してい
る２ヶ所の短期入所施設間での連携がある﹂などの11

コードから生成された。
〈利便性がある〉は，﹁短期入所中にわが子が歯科や

リハビリなどの他科を受診できる﹂，﹁短期入所の利用
手続きが簡便である﹂などの６コードから生成された。
具体的な語りとして，
“気管カニューレが外れた時点で電話かかってきて，﹁入

れていいですか？﹂って。﹁すぐに見に来られますか？﹂っ
て，いうかんじで。でも自転車で行ける距離で，行って，
見て，あ，大丈夫って。安心して帰れるので。”

表　重症児の短期入所における養育者の安心につながる要因
カテゴリー サブカテゴリー コード例

重
症
児
の
心
身
状
態
の
安
定

重症児が落ち着いて過
ごしている

わが子が短期入所を嫌がらない
わが子が短期入所について理解していて落ち着いている
短期入所中にわが子が夜間に眠れている
短期入所でわが子が看護師に抱かれて穏やかな表情をしている
わが子がスタッフを覚えていて落ち着いている

利用前後で重症児の体
調に変化がない

短期入所を利用してもわが子の体調が悪くならない
短期入所中のわが子の体温が安定している
短期入所中に呼吸状態の悪化がないこと
短期入所中にわが子に外傷がない

重症児が喜ぶ
わが子がいつ面会に行っても涙のあとがなく笑顔で遊んでもらったと感じる
短期入所によってわが子が多くの人と触れ合う

高
い
利
便
性

状態悪化時に追加治療
を受けられる

短期入所時に体調不良があったら処置の対応を変更してくれる
短期入所時に体調不良でもそのまま診てくれる

臨機応変な対応を受け
られる

養育者のニーズに応じた連絡方法で対応してくれる
利用している２ヶ所の短期入所施設間での連携がある
わが子の特徴に応じた特殊なケアを受け入れてくれる

利便性がある
短期入所中にわが子が歯科やリハビリなどの他科を受診できる
短期入所の利用手続きが簡便である
短期入所施設が自宅から近いと何かあったときにすぐ行ける

利用が確約される
短期入所を毎月必ず利用できること
複数施設を確保して毎月必ず短期入所を利用できる

快
適
な
環
境

看護師の雰囲気が良い
看護師が親しみやすく気さくに話しやすい
看護師同士が仲良い雰囲気
短期入所中のわが子の様子を聞きやすい雰囲気がある

清潔な環境で過ごせて
いる

面会時にわが子の周囲が清潔に保たれている
流涎を受けるタオルが濡れていない
面会時にシーツが清潔である

重
症
児
を
預
け
る
信
頼
感

養育者が施設の雰囲気
を知っている

何回か短期入所を利用して雰囲気や看護ケアなどを知っている
頻繁にわが子が体調不良で入院したことがありよく知っている

顔見知りの医療者がい
る

NICU でみてくれていた看護師が短期入所の病棟にいる
同じ施設を長く利用しているので医師や看護師が的確に処置を行うことを知っている

信頼のある医療者から
ケアを受けられる

長くお世話になっているので信頼している
看護師のわが子へのケアを認めることができる
経験の浅い看護師でも一生懸命さが伝わり認めることができる

医療者からの理解があ
ると感じる

医療者にわが子の独特なケア方法の理解がある
看護師がわが子と家族とを理解してくれている
慣れた看護師には伝えなくてもわが子のことがわかる
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から﹁短期入所施設が自宅から近いと何かあったと
きにすぐ行ける﹂を導いた。
〈利用が確約される〉は，﹁短期入所を毎月必ず利用

できること﹂，﹁複数施設を確保して毎月必ず短期入所
を利用できる﹂などの４コードから生成された。
ⅲ．【快適な環境】

これは，重症児が短期入所中に快適で心地よく過ご
すことができていると養育者が感じて安心しているこ
とを示す。〈看護師の雰囲気が良い〉，〈清潔な環境で
過ごせている〉の２サブカテゴリーから構成された。
〈看護師の雰囲気が良い〉は，﹁看護師が親しみやす

く気さくに話しやすい﹂，﹁看護師同士が仲良い雰囲
気﹂，﹁短期入所中のわが子の様子を看護師に聞きやす
い雰囲気がある﹂などの16コードから生成された。
〈清潔な環境で過ごせている〉は，﹁面会時にわが子

の周囲が清潔に保たれている﹂，﹁流涎を受けるタオル
が濡れていない﹂などの４コードから生成された。具
体的な語りとして，
“やっぱりいつ行っても，顔や髪の毛なんかがよだれで

濡れていないことかな。あとおむつがきれいでシーツも
汚れていないこと。”

から﹁面会時にシーツが清潔である﹂を導いた。
ⅳ．【重症児を預ける信頼感】

これは，養育者が短期入所施設に対して信頼感を持
てるようになることで安心できていることを示す。〈養
育者が施設の雰囲気を知っている〉，〈顔見知りの医療
者がいる〉，〈信頼のある医療者からケアを受けられ
る〉，〈医療者からの理解があると感じる〉の４サブカ
テゴリーから構成された。
〈養育者が施設の雰囲気を知っている〉は，﹁何回か

短期入所を利用して雰囲気や看護ケアなどを知ってい
る﹂，﹁頻繁にわが子が体調不良で入院したことがあり
よく知っている﹂などの10コードから生成された。
〈顔見知りの医療者がいる〉は，﹁NICU でみてくれ

ていた看護師が短期入所の病棟にいる﹂，﹁同じ施設を
長く利用しているので医師や看護師が的確に処置を行
うことを知っている﹂などの５コードから生成された。
〈信頼のある医療者からケアを受けられる〉は，﹁長

くお世話になっているので信頼している﹂，﹁看護師の
わが子へのケアを認めることができる﹂などの６コー
ドから生成された。
〈医療者からの理解があると感じる〉は，﹁医療者に

わが子の独特なケア方法の理解がある﹂，﹁看護師がわ

が子と家族のことを理解してくれている﹂などの11
コードから生成された。具体的な語りとして，
“よく性格を知ってくれていることはいいかなって思い

ますね。（どんな性格ですか？）結構難しいですよ。でも
好き嫌いは，はっきりしているから，今はそっとしてお
いてほしいとかそういうこともわかってくれていたりす
るから。だんだんしゃべらなくなるとか。”

から﹁慣れた看護師には伝えなくてもわが子のこと
がわかる﹂を導いた。

Ⅳ．考　　　察

１．短期入所中の重症児の状態が安定することによる養

育者の安心

【重症児の心身状態の安定】という要因は，重症児
の短期入所を利用する養育者の安心につながっている
ことがわかった。短期入所を利用している重症児の約
半数が医療依存度の高い人工呼吸器や経管栄養を利用
している10）。これら医療依存度が高い重症児が，〈利
用前後で重症児の体調に変化がない〉ということは，
養育者にとって大きな安心につながる要因である。こ
れは，重症児の養育者は，短期入所中に吸引やポジショ
ニングが適切に実施されているかという不安を持つ12）

という結果と共通する。
また，さまざまな理由により環境を移ることをリロ

ケーションと定義され，それに伴う高齢者の身体状態
の悪化が報告13）されている。自身の体調を他者に伝え
ることができない重症児においても短期入所というリ
ロケーションによって，身体状態の悪化の影響を受け
る可能性がある。この悪影響を，養育者は不安に感じ
ていると推測される。これらから短期入所中の重症児
の状態が安定していることは養育者の安心につながっ
ていると考える。

２．短期入所の環境から得る安心

【高い利便性】と【快適な環境】も，養育者の短期
入所における安心につながる要因であることがわかっ
た。【高い利便性】の〈利便性がある〉に特徴的であっ
た，短期入所中の重症児に何かあった際にすぐに行け
るような施設の立地条件は，安心につながる環境要因
であると考える。これも重症児の健康やインシデント
などを養育者は不安に感じて，何か起こった際にすぐ
に様子を見に行けるような環境が，安心の要因となっ
ていることがわかる。短期入所中に重症児の状態が悪
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化した場合は，その時点で短期入所を中止する施設は
多い10）。前述のリロケーションに伴う身体状態の悪
化13）はどの患者にも起こり得るため，養育者は利用
を躊躇すると考える。しかし今回の対象者は，全員が
小児の専門病院と医療型重症児施設での短期入所を６
回以上経験している養育者であった。今回の安心の要
因は，状態が変化しても対応してもらえたという過去
の経験が積み重なった結果であったと考えられる。こ
れら施設における短期入所は，重症児の状態変化時の
追加治療がなされ，継続して預かってもらえることは，
養育者にとっての高い利便性があると言える。この高
い利便性を認識できることが安心につながっている。

そして【快適な環境】に示されている〈清潔な環境
で過ごせている〉は，結果に示した養育者の語りから
も，離れている間の重症児が心地よく過ごせることを，
養育者は望んでいることがわかる。この【快適な環境】
は，養育者は短期入所中の様子を直接確認することは
できない。そのため，養育者が面会や入退所時に訪れ
る短時間に重症児を取り囲むすべてで判断していた。
重症児の養育者は環境に，空気，衣類，温度などといっ
た調整の援助を求めている14）。このように基本的な環
境調整と，重症児の身体的特徴から流涎や排尿のケア
は必須である。そのケアが滞ることによって臭気や冷
たさといった重症児にとっての不快な状態に陥る。こ
れら不快な状態がないであろうと養育者が判断できる
ことは安心につながる要因であると考える。

そして養育者が〈看護師の雰囲気が良い〉という環
境にも安心を得ていた。これは重症児が新病棟に移転
した際の異なる環境では雰囲気づくりの支援が重要で
あると述べていた結果14）と類似している。これは，看
護師に気さくにわが子の様子を尋ねられる雰囲気づく
りと，看護師同士の仲の良さを感じられることであり，
これらは養育者が面会に訪れるタイミングに短期入所
の安心は見極められると考える。

３．養育者自身の短期入所に対する認識が肯定的になる

ことによる安心

これまでは，主に重症児の状態や環境によって養育
者の安心が得られていると述べてきた。これらの要因
から，養育者自身が【重症児を預ける信頼感】を認識
することが安心につながっていると考えた。これは養
育者が短期入所を経験し，〈養育者が施設の雰囲気を
知っている〉，〈顔見知りの医療者がいる〉と認識する

ことで，〈信頼のある医療者からケアを受けられる〉。
そして〈医療者からの理解があると感じる〉ことによっ
て，【重症児を預ける信頼感】につながると推測でき
る。これは，短期入所中の重症児の養育者から信頼
を得るための看護師のかかわりについて調査した結
果，看護師が少ない機会をとらえて意図的に介入を
行っていた15）という内容と共通する。看護師が介入す
る際には，まず重症児を個別的に理解し，そして養育
者に対して誠実な姿勢で看護介入の意図を具体的に説
明することが必要であると考える。そうすることで看
護師は，養育者から信頼を得ることができる。

このように訴えることが難しい重症児を預ける養育
者の認識が，【重症児を預ける信頼感】のように肯定
的になることが，短期入所の安心の大きな要因になる
と言える。

４．在宅重症児の短期入所の支援体制への示唆

在宅重症児の養育者を支援していくために，重症児
の短期入所を養育者が安心して利用できることが必要
であると考える。そのために，看護師は短期入所に慣
れるまでの段階では，まず重症児の心身の安定と快適
な環境をつくるよう努めることが重要である。そのよ
うにすることで，重症児の養育者の不安を軽減させ，
短期入所の利用経験回数を増やしていくことができる
と考える。そして利用回数を重ねていくうちに，わが
子のことを知っている慣れた看護師の存在を養育者は
認識できるのだと考えた。

また，今回の４つの要因を養育者が認識するのは，
施設を訪れているときと退所後の重症児の様子である
ことがわかった。そのタイミングに重症児の心身状態
が安定していることが重要であり，看護師の雰囲気と
利用しやすさも必要であった。

在宅重症児と養育者の支援は，長期間にわたること
も多い。長期間の在宅生活に短期入所は，重要な支援
の一つである。養育者に意図的な介入を目指したくと
も，養育者は短時間しか訪れないためかかわる時間が
限られている。そのため今回の結果から，養育者が訪
れる短い時間で看護師が周囲のスタッフとの良い関係
を養育者に示し，自身の家族のように重症児に愛情を
持ってかかわる必要があると言える。そしてさらに短
期入所の手続きを簡素化できる体制を構築する必要が
ある。そのようにすることで，養育者が利便性を感じ，
短期入所を何度か利用していくなかで顔見知りの医療
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者に信頼感を持つことができるであろう。そして，養
育者自身が短期入所を肯定的に認識できるのではない
だろうか。

Ⅴ．研究の限界と今後の課題

本研究は，重症児の短期入所における養育者の安心
につながる要因に焦点をあて検討した。しかし参加者
は，２施設12人に限定しており，実際の短期入所時の
様子を観察したものではないことから一般化には限界
がある。短期入所中の重症児の体調が安定する具体的
な取り組みを検討することが今後の課題である。

Ⅵ．結　　　論

本研究では，在宅重症児の短期入所における主たる
養育者の安心につながる要因について明らかにした。

【重症児の心身状態の安定】，【高い利便性】，【快適な
環境】，【重症児を預ける信頼感】の４つの要因が抽出
された。短期入所に慣れるまでの段階では，まず重症
児の心身の安定と快適な環境をつくるよう努めること
が重要である。
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〔Summary〕
Purpose：To� find� out� identify� factors� that� lead� to�

reassurance�of�parents�of� children�with� severe�motor�

and�intellectual�disabilities�（SMID）�in�case�of�short︲term�

hospitalization.

Method：Semi︲structured�questionnaires�were�used�to�

interview�to�12�parents�of�children�who�had�experienced�

the�short︲term�hospitalization.�A�qualitative�descriptive�

analysis�of�interview�responses�was�performed.

Result：Interview�responses�were�categorized�under�

four� factors.�“stable�health� condition�of� children�with�

SMID，”�“usability，”�“comfortable�accommodation，”�and�

“credibility.”

Discussion：Parents� recognized� such� factors�when�

they�met� their� children�with� SMID� at� the� hospital�

and�how�children�with�SMID�behaved�at� home�after�

their�return.�Eased�condition�of�children�with�SMID� in�

such�phases�contributed�significantly� to� recognition�of�

parents.�The� friendliness� of� the�nurses� and�usability�

of� the� services�were�also� important.�Opportunities� to�

communicate�with�parents�were� limited，even�when�

short︲term�hospitalization.�Thus，nurses� should�make�

effort� to� show�collaboration�with� other� professionals�

and�with� parents.�Also，more� nurses� should� take� a�

personal� interest� in� caring� for� children�with� SMID.�

Parents�will� come� to� trust� such�professionals� through�

repeated�hospitalizations.�Our�findings�imply�that�parents�

of� children� with� SMID� feel� positive� to� short︲term�

hospitalization�and�are�aware�of�its�importance�in�case�of�

repeated�hospitalizations.

〔Key�words〕

children�with�severe�motor�and�intellectual�disabilities，

short︲term�hospitalization，reassurance�for�parents
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